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徳島県子宮頸がん検診実施要領

１ 目 的
この要領は，子宮頸部に発生するがんを早期に発見し，子宮がんによる死

亡率を減少させるために市町村が住民に対して実施する子宮がん検診につい
て，必要な事項を定めることを目的とする。

２ 基本的事項
（１）対象者及び回数

ア 子宮頸がん検診については，当該市町村の区域内に居住地を有
する20歳以上の女性を対象に２年に１回の受診を標準として，市
町村が決定する。

なお，受診機会は必ず毎年度設けることとし，前年度受診しな
かったものに対しては，積極的に受診勧奨を行うものとする。

また受診率については，以下の算定式により算定する。

受診率＝（前年度の受診者数＋当該年度の受診者数）
（ ）－ 前年度及び当該年度における２年連続受診者数

／（当該年度の対象者数＊）×100
＊ 対象者数は年１回行うがん検診の場合と同様の考え方で算

定する。

イ 子宮頸がん検診受診対象者のうち，最近６カ月以内に次のいず
れかの症状を有する子宮体部がんの有症状者である疑いのある者
及び医師が必要であると認める者は精密検診協力医療機関で体が
んの検診を受けるよう指導する。
(ア) 不正性器出血（一過性の少量の出血，閉経後出血等）
(イ) 月経異常（過多月経，不規則月経等）
(ウ) 褐色帯下

（２）実施方法
子宮頸がん検診の実施方法は，次のとおりとする。

ア 集団検診
イ 医療機関検診（一括方式）
ウ 医療機関検診（個別方式）

３ 事前準備
（１）対象者名簿の作成

市町村は，あらかじめ対象者名簿を作成し，対象者の把握と未受診者
対策に努めるものとする。

（２）子宮頸がん検診の依頼
市町村は，受託実施機関に対し子宮頸がん検診の実施を依頼する。

（３）子宮頸がん検診票の配布
市町村は，検診日時決定後，検診通知に併せて子宮頸がん検診票（様

式１，①～②部複写）を受診者に配布するものとする。

４ 検診の実施
（１）検診項目

問診，視診，子宮頸部の細胞診及び内診を基本とする。
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（２）問 診
年齢，妊娠・分娩歴，月経の状況，不整性器出血等の症状の有無，過

去の検診受診状況等を聴取する。この場合の不整出血とは，一般的にい
う不整性器出血，閉経後出血，過多月経，不規則月経，下着に付着した
しみ程度の赤色斑点（スポッティング ，一時的な少量の出血，褐色帯）
下等出血に起因するすべての状態を含める。

（３）視 診
腟鏡を挿入し，子宮頸部の状況を観察する。必要に応じてコルポスコ

ープ検査を行う。
（４）細胞診

ア 子宮頸部の細胞診については，子宮頸管及び腟部表面の全面擦
過法によって検体を採取する。

イ 採取した検体は，直ちに固定した後，パパニコロウ染色を行い
顕微鏡下で観察する。

ウ 検体の顕微鏡検査は十分な経験を有する医師及び臨床検査技師
を有する専門的検査機関において行う。この場合において，医師
及び臨床検査技師は日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医及び細
胞検査士であることが望ましい。

（５）内 診
双合診経膣超音波検査を実施することが望ましい。

５ 結果の区分等
（１）ベセスダ分類

ベセスダ分類における子宮頸部の細胞診は 「ＮＩＬＭ ，， 」
「 」，「 」「 」，「 」，「 」，ＡＳＣ－ＵＳ ＬＳＩＬ ＡＳＣ－Ｈ ＡＧＣ ＨＳＩＬ
「ＡＩＳ 「ＳＣＣ 「腺癌 ，の９分類とし 「ＡＳＣ－ＵＳ」以上」， 」， 」 ，
を「要精検」とする。

ただし 「ＡＳＣ－ＵＳ」でも，ＨＰＶ検査陰性の場合は，要精検と，
せず６ヶ月後，再診とする。

（２）ＨＰＶ検査
ＨＰＶ検査施行の有無 「陰性 「陽性」の結果を通知する 「陽性」， 」， 。

の場合は「ＨＰＶ検査陽性として再診を要す」とする。

６ 結果の通知及び受診指導
（１）集団検診及び医療機関検診（一括方式）の受託実施機関は，原則とし

て子宮頸がん一次検診票（様式１，①～②）及び子宮頸がん精密検診依
頼書兼結果通知書 様式２ ３部複写 子宮頸がん検診結果一覧表 様（ ， ）， （
式３）及び子宮頸がん検診結果通知書（様式４）を作成し，子宮頸がん

（ ， ） 。一次検診票 様式１ ① を除き速やかに市町村へ送付するものとする
（２）医療機関検診（個別方式）の受託実施機関は，原則として子宮頸がん

（ ， ） （ ），一次検診票 様式１ ①～② 及び子宮頸がん検診結果通知書 様式４
子宮頸がん精密検診依頼書兼結果通知書（様式２ ，子宮頸がん検診結）
果一覧表（様式３）を作成し 「要精検」と区分された者に対しては，，
原則として子宮頸がん検診結果通知書（様式４）及び子宮頸がん精密検
診依頼書兼結果通知書（様式２）を 「要精検」に区分されなかった者，
に対しては，子宮頸がん検診結果通知書（様式４）を速やかに受診者本
人に送付するものとする。その際，参考所見のある者はその欄に記入す
る。

（３）市町村は，要精検者の受診結果等について把握し，受診指導及び受診
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状況の記録を，診査の記録に合わせて記録するとともに継続的な指導に
役立てる。

７ 精密検診及び結果の取扱い
（１）精密検診実施医療機関は，精密検診の所見等を子宮頸がん精密検診依

頼書兼結果通知書（様式２）に記載し，速やかに当該市町村へ送付する
ものとする。

（２）市町村は，子宮頸がん精密検診依頼書兼結果通知書（様式２）を速か
に受託実施機関へ送付するものとする。

８ 検診の事業評価
子宮頸がん検診の実施に当たっては，適切な方法及び精度管理の下に実施

することが不可欠であることから，市町村は，チェックリスト（市町村用）
を参考とするなどして，検診の実施状況を把握した上で，地域医師会，検診
実施機関等関係者と十分協議を行い，地域における実施体制の整備に努める
ものとする。

また，徳島県生活習慣病管理指導協議会子宮がん部会（ 以下「部会」と
いう。 ）における検討結果を踏まえ，その指導又は助言に基づき，検診実
施機関の選定や実施方法等の改善を行うこととする。

９ 検診担当医
検診を担当する医師は，次のいずれかを満たす者とする。

（１）日本産科婦人科学会が認める専門医
（２）産婦人科研修施設の指導医が適当と認めた産婦人科医
（３）日本産科婦人科学会徳島産婦人科学会会長及び徳島県産婦人科医会会

長の両者が共に適当と認めた医師

１０ 検診実施機関
（１）検診実施機関は，適切な方法及び精度管理の下で子宮頸がん検診が円

滑に実施されるよう，チェックリスト（検診機関用）を参考とするなど
して，細胞診等の精度管理に努めることとする。

（２）検診実施機関は，子宮頸がんに関する正確な知識及び技能を有するも
のでなければならない。

（３）検診実施機関は，精密検診実施機関と連絡をとり，精密検診結果の把
握に努めなければならない。

（４）検診実施機関は，検体及び検診結果を少なくとも５年間保存しなけれ
ばならない。

（５）検診実施機関は，部会における検討結果を踏まえ，その指導又は助言
に従い，実施方法等の改善に努めることとする。

（６）検診実施機関は，部会に登録を行うものとする。

１１ 検診実施機関の登録
（１）次年度以降，子宮頸がん検診の実施を希望する医療機関は 「子宮が，

ん検診実施機関登録申請書（以下申請書という （様式６）を，毎年。）」
度２月末日までに部会に提出するものとする。

（２）部会は，申請書の内容を確認の上，検診実施機関の登録を行うものと
する。

（３）他の都道府県から転入する医師については，転入前における登録状況
等を確認し，部会が決定する。

（４）部会は，２月末日現在で登録した検診実施機関（以下「登録機関」と
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。） ， 。いう の一覧表を作成し 登録機関及び市町村に送付するものとする
（５）登録機関は，検診担当医師等登録事項に異動を生じたときは 「子宮，

がん検診実施機関登録変更申請書 （様式７）を速やかに部会に提出す」
るものとする。

（６）登録機関は，検診担当医師が確保できなくなったとき又は子宮頸がん
，「 」検診をやめようとするときは 子宮がん検診実施機関登録廃止届出書

（様式８）を速やかに部会に提出するものとする。

１２ 実施報告
市町村は，前年度の検診実績をとりまとめ，子宮頸がん検診（一次検診）

・精密検診（二次検診）実績表（様式５－１）及び子宮体がん精密検診実績
表（様式５－２）を各２部作成し毎年５月３１日までに所轄保健所及び徳島
県保健福祉部健康増進課へそれぞれ１部ずつ送付するものとする。

１３ その他
（１）受託実施機関及び精密検診実施医療機関は，子宮頸がん一次検診票

（様式１，①）又は子宮頸がん精密検診依頼書兼結果通知書（様式２）
を５年間保存するものとする。

（２）市町村等の関係者は，この検診の特性にかんがみ，検診結果の取扱い
について特に留意し，秘密の保持をしなければならない。

附 則
この要領は，平成３年５月１日から施行する。

附 則
この要領は，平成４年４月１日から施行する。

附 則
この要領は，平成６年４月１日から施行する。

附 則
この要領は，平成10年４月１日から施行する。
なお，様式５については，やむをえない場合は従来のものを使用すること

ができる。
附 則

この要領は，平成13年４月１日から施行する。
附 則

この要領は，平成15年４月１日から施行する。
附 則

この要領は，平成17年４月１日から施行する。
附 則

この要領は，平成18年４月１日から施行する。
附 則

この要領は，平成19年４月１日から施行する
附 則

この要領は，平成21年４月１日から施行する
なお，様式1,様式4については，用紙の印刷が間に合わない等やむをえない

場合は平成２１年度に限り従来のものを使用することができる。
附 則

この要領は，平成22年４月１日から施行する
なお，様式1,様式2については，用紙の印刷が間に合わない等やむをえない
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場合は平成２２年度に限り従来のものを使用することができる。
附 則

この要領は，平成23年４月１日から施行する
なお，様式1，様式2，様式4については，用紙の印刷が間に合わない等や

むをえない場合は平成２３年度に限り従来のものを使用することができる。
附 則

この要領は，平成24年４月１日から施行する
なお，様式1，様式4については，用紙の印刷が間に合わない等やむをえな

い場合は平成２４年度に限り従来のものを使用することができる。
附 則

この要領は，平成25年４月１日から施行する。
なお，様式1，様式2，様式3については，用紙の印刷が間に合わない等や

むをえない場合は平成２５年度に限り従来のものを使用することができる。
附 則

この要領は，平成26年４月１日から施行する。
なお，様式1，様式2，様式4については，用紙の印刷が間に合わない等や

むをえない場合は平成２６年度に限り従来のものを使用することができる。
附 則

この要領は，平成27年４月１日から施行する。
なお，様式1，様式2，様式4については，用紙の印刷が間に合わない等や

むをえない場合は平成２７年度に限り従来のものを使用することができる。
附 則

この要領は，平成28年４月１日から施行する。
なお，様式1，様式2，様式4については，用紙の印刷が間に合わない等や

むをえない場合は平成２８年度に限り従来のものを使用することができる。
附 則

この要領は，平成29年４月１日から施行する。
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記 入 上 の 注 意

様式１

１ 様式１は，医療機関と細胞診検査機関との連絡様式でないので留意するこ
と （細胞診の申込及び結果の報告には，同一の機関内の検査室であっても。
外部委託であっても，通常はそれぞれの機関の専用用紙が用いられる ）。

２ 子宮頸がん検診の判定は 「著変なし （以下「Ａ」という 「一般婦人， 」 。），
科疾患（疑いを含む ，ＨＰＶ検査陽性，細胞診検査はＡＳＣ－ＵＳだが。）
ＨＰＶ検査陰性として再診を要す （以下「Ｂ」という 「頸がん要精検」」 。），
（以下「Ｃ」という 「体がん要精検 （以下「Ｄ」という 「 体がん）。）， 」 。）（
要精検だが，既に精検済 （※検診時に体がんの精密検査を行った場合をい」
う （以下「Ｅ」という ）に区分する。。 。）

「一般婦人科疾患（疑いを含む 」により｢Ｂ」と区分する場合には，必。）
ず様式４の子宮頸がん検診結果通知書Ｂ区分の参考所見の欄に具体的にその
内容を記載する。

３ 検体不適正（細胞は採取されたが極めて少数又は高度の変性などのために
細胞診断が不可能な場合）は，再採取により正しい結果を記入する。

４ ＨＰＶ検査施行の有無，検査の結果を記入し，陽性の場合は「Ｂ Ⅱ.
ＨＰＶ検査陽性として再診を要す」とする。

様式２

１ 様式２は，判定結果が「Ｃ 「Ｄ 「Ｅ」と判定された者に対して記載」， 」，
する。

２ 受託実施機関と精密検診実施医療機関が同一である場合においても様式２
の記入を行うこと。

様式３及び様式４

様式１の判定と一致すること。

様式５－１及び５－２

１ 年齢階級別の対象者が不明の場合は，計のみでよい。

， （ ）２ 様式５－２の要精密検診対象者数は 子宮頸がん検診一次検診票 様式１
の検診の判定において「Ｄ体がん要精検 「E（体がん）要精検だが，既に」
精検済」と判定された者の数を記入すること。
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様式１ 市町村用一次検診機関へのお願い：検診の結果が判明次第，その結果及び判定を記入し，様式３を貴院に保存し，様式１，２を市町村に送ってください。

子宮頸がん一次検診票
子宮頸がん検診を受診される方へ 検診表裏面の説明書を読み理解しましたか → はい ・ いいえ

１ 月経歴 最近の月経は 平成 年 月 日から 日間
最近の月経は（ 順調 ・ 不順 ）である

１
か 閉経している場合は 歳頃ごろ
ら
12 ２ 性経験 あり なし
ま
で ３ 妊娠・出産歴 妊娠 回 分娩 回（帝王切開 回）
の
あ ４ 喫煙習慣 なし あり ・ やめた １日（ ）本を（ ）年間
て
は ５ いままでに産婦人科の病気に あり：異形成 ・ 筋腫 ・ 内膜症 ・ 卵巣嚢腫なし
ま なりましたか？ その他（ ）
る
こ ６ 産婦人科で手術をしたことが あり：子宮摘出（ 一部 ・ 全部 ・ 不明 ）

なし
と ありますか？ 卵巣摘出（ 一部 ・ 全部 ・ 不明 ）あり：
に
○ ７ 性ホルモンの使用は？ なし あり：約（ ）年（ ）か月
や
文 ８ 不正な出血や褐色のおりものが あり：（ 赤い ・ 褐色 ・ やや黒い ）

なし
字 ありますか？ いつ頃から：約（ 日 か月 年）前ごろ
で
書 ９ ほかに気になる症状はありますか？ なし あり：（ ）
い
て 10 今までに検診を受けたことが あり：（ ）年前に受けた

なし
く ありますか？ 結果：異常なし ・ 異常あり
だ
さ 11 HPVワクチンを接種したことが あり：時期（ 歳ごろ→ 回）

なし
い ありますか？ 種類（ サーバリックス ・ ガーダシル ・ 不明 ）あり：

（※HPV検査は自己負担金あり）12 今回，HPV（ヒトパピローマ 希望する
希望しない

ウイルス）検査を
※細胞の検査のみでは，異常を見落とす可能性があります。HPV検査 を併用することで検査の見落としをほとんどなくすことが（自己負担）

できます。（10歳代で30～40％，20歳代で25％の方がヒトパピローマウイルスに感染していますが，その多くは自然に消失します。）
30歳以上の方にお勧めします。詳細は担当医にお尋ねください。

13 保険の種類を御記入ください。 国保・協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・生保・その他（ ）
（本人・家族） （本人・家族） （本人・家族）

〒
住所

※結果通知が確実に届くようにアパート名・号室までご記入ください。

フリガナ

氏名

生年 □大正 □昭和 □平成
月日 年 月 日（ 歳）

電話
番号

実施市町村名

個人コード

□一般 □妊婦区分 □免除 □クーポン

平成 年 月 日
市町村交付
年 月 日
市町村交付
番 号

一次検診日 平成 年 月 日

検診機関名

１ クー
料金区分 ０ ２ ３ ４(寿) ポン

受
診
券

ク
ー
ポ
ン
券
貼
付
場
所

※結果が徳島県生活習慣病管理指導協議会子宮がん部会，
市町村及び実施機関に提出・保管され，統計・保健指導等
に活用されることに同意したものとして受理します。

不要 ・ 要
子宮体がん精密

理 最近６か月以内に
検査の必要性 由 □不正出血 □月経異常 □褐色帯下 □その他（ ）

視触診での異常 なし あり
NILM ASC-US LSIL ASC-H HSIL SCC

ベ セ ス ダ 分 類
AGC AIS 腺癌

コ メ ン ト
A B （I 一般婦人科疾患 ・Ⅱ HPV検査陽性 ・ⅢＡＳＣ－ＵＳだが，著変なし

頸がん検 診 の 判 定
再診 頸がん要精検ＨＰＶ検査陰性）として を要す C

体がん 体がん要精検 精検済D E 要精検だが，既に

偶発症（有の場合のみ記載） □検診中における重篤な偶発症（ ）□偶発症（ あり ・ なし ）

HPV検査について 未実施 陰性 陽性 ①細胞診陰性・HPV陽性 ②ＡＳＣ－ＵＳだがＨＰＶ陰性は要再診と
し，６か月後にブラシで細胞診を再検してください。

受
診
者
の
方
は
こ
の
右
の
太
ワ
ク
内
の
部
分
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

検

診

の

結

果



受
診
者
の
方
は
こ
の
右
の
太
ワ
ク
内
の
部
分
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

- 8 -

子宮頸がん検診を受診される方へ 検診表裏面の説明書を読み理解しましたか → はい ・ いいえ

１ 月経歴 最近の月経は 平成 年 月 日から 日間
最近の月経は（ 順調 ・ 不順 ）である

１
か 閉経している場合は 歳頃ごろ
ら
12 ２ 性経験 あり なし
ま
で ３ 妊娠・出産歴 妊娠 回 分娩 回（帝王切開 回）
の

４ 喫煙習慣 なし あり ・ やめた １日（ ）本を（ ）年間あ
て
は いままでに産婦人科の病気に あり：異形成 ・ 筋腫 ・ 内膜症 ・ 卵巣嚢腫なし
ま なりましたか？ その他（ ）
る
こ ６ 産婦人科で手術をしたことが あり：子宮摘出（ 一部 ・ 全部 ・ 不明 ）

なし
と ありますか？ 卵巣摘出（ 一部 ・ 全部 ・ 不明 ）
に

７ 性ホルモンの使用は？ なし あり：約（ ）年（ ）か月○
や
文 ８ 不正な出血や褐色のおりものが あり：（ 赤い ・ 褐色 ・ やや黒い ）

なし
字 ありますか？ いつ頃から：約（ 日 か月 年）前ごろ
で
書 ９ ほかに気になる症状はありますか？ なし あり：（ ）
い

10 今までに検診を受けたことが あり：（ ）年前に受けたて
なし

ありますか？ 結果：異常なし ・ 異常ありく
だ

11 HPVワクチンを接種したことが あり：時期（ 歳ごろ→ 回）さ
なし

ありますか？ ：種類（ サーバリックス ・ ガーダシル ・ 不明 ）い

（※HPV検査は自己負担金あり）12 今回，HPV（ヒトパピローマ 希望する
希望しない

ウイルス）検査を
※細胞の検査のみでは，異常を見落とす可能性があります。HPV検査 を併用することで検査の見落としをほとんどなくすことが（自己負担）

できます。（10歳代で30～40％，20歳代で25％の方がヒトパピローマウイルスに感染していますが，その多くは自然に消失します。）
30歳以上の方にお勧めします。詳細は担当医にお尋ねください。

13 （無料クーポン券をお持ちの方のみ） 国保・協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・生保・その他（ ）
（本人・家族） （本人・家族） （本人・家族）保険の種類を御記入ください。

様式１②部会提出用一次検診機関へのお願い：検診の結果が判明次第，その結果及び判定を記入し，様式３を貴院に保存し，様式１，２を市町村に送ってください。

〒
住所

※結果通知が確実に届くようにアパート名・号室までご記入ください。

フリガナ

氏名

生年 □大正 □昭和 □平成
月日 年 月 日（ 歳）

電話
番号

実施市町村名

個人コード

□一般 □妊婦区分 □免除 □クーポン

平成 年 月 日
市町村交付
年 月 日

市町村交付
番 号

一次検診日 平成 年 月 日

検診機関名

１ クー
料金区分 ０ ２ ３ ４(寿) ポン

子宮頸がん一次検診票

１ 組織検査行わず ２ 悪性所見なし

３ 上皮内腫瘍 （ CIN１ ・ CIN2 ・CIN3 ） ・ AIS（上皮内腺がん） ・ 腺異形成

頸 ４ 微小浸潤がん （扁平上皮癌 ・ 腺癌（腺扁平上皮癌を含む））

部 ５ 浸潤がん （扁平上皮癌 ・ 腺癌（腺扁平上皮癌を含む））

精密検査 ６ その他（ ）

結 果

１ 組織検査行わず ２ 悪性所見なし

体 ３ 内膜増殖症（ 程度不明 ・ 単純 ・ 複雑 ・ 単純異型 ・ 複雑異型 ）

部 ４ 体がん（ ）

５ その他

不要 ・ 要
子宮体がん精密

理 最近６か月以内に
検査の必要性 由 □不正出血 □月経異常 □褐色帯下 □その他（ ）

検 視触診での異常 なし あり

診 NILM ASC-US LSIL ASC-H HSIL SCC
ベ セ ス ダ 分 類

の AGC AIS 腺癌

コ メ ン ト
結

果
A B （I 一般婦人科疾患 ・Ⅱ HPV検査陽性 ・ⅢＡＳＣ－ＵＳだが，著変なし

頸がん検 診 の 判 定
再診 頸がん要精検ＨＰＶ検査陰性）として を要す C

体がん 体がん要精検 精検済D E 要精検だが，既に

偶発症（有の場合のみ記載） □検診中における重篤な偶発症（ ）□偶発症（ あり ・ なし ）

HPV検査について 未実施 陰性 陽性 ①細胞診陰性・HPV陽性 ②ＡＳＣ－ＵＳだがＨＰＶ陰性は要再診と
し，６か月後にブラシで細胞診を再検してください。
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子宮頸がん精密検診依頼書兼結果通知書

子宮頸がん精密検診結果
NILM ASC-US LSIL ASC-H HSIL SCC

頸 ベセスダ分類
細 部 AGC AIS 腺癌
胞
診 コ メ ン ト

体 陰性 ・ 擬陽性 ・ 陽性 ・ 判定不能 ・ 採取不能 または（ ）
部

HPV検査 未実施 ・ 陰性 ・ 陽性

コルポ診

※□にチェックして，括弧の中から該当するものに○印を記入してください。

組 □ 組織検査行わず

織 頸 □ 悪性所見なし

診 部 □ 上皮内腫瘍（ CIN1 ・ CIN２ ・ CIN3 ） ・ AIS（上皮内腺がん） ・ 腺異形成

・ □ 微小浸潤がん 組織分類（扁平上皮癌 ・ 腺癌（腺扁平上皮癌を含む））

診 □ 浸潤がん 組織分類（扁平上皮癌 ・ 腺癌（腺扁平上皮癌を含む））

察 □ その他（ ）
結

□ 組織検査行わず
果

体 □ 悪性所見なし

部 □ 内膜増殖症（ 程度不明 ・ 単純 ・ 複雑 ・ 単純異型 ・ 複雑異型 ）

□ 体がん 組織分類（ ）

□ その他（ ）

１ 正常 または 良性疾患
指導区分

２ 経過観察（ １か月 ・ ３か月 ・ ４か月 ・ ６か月 ・ １年 ）後 再検，

３ 要治療

４ 他院へ紹介 → 医療機関名 科名

偶発症 □重篤な偶発症（ ） 偶発症（あり・なし）

精密検診 精密検診実施日 年 月 日
実施機関 診断医師名 印

※本書の控を受託実施機関で保存される場合は，本書をコピーして保存してください。
※診断医師名欄は，医師自筆署名の場合，印は不要です。

頸部 NILM ASC-US LSIL ASC-H HSIL SCC
依 ベセスダ分類

細胞診 AGC AIS 腺癌
頼

コメント
理
由 □ 細胞診以外の所見（ ）

□ 不正出血のための体がんの検査が必要

ふりがな □大正 □昭和 □平成
生年月日

氏 名 年 月 日（ 歳）

〒 －
住 所

電話（ ） －

一次検診番号 一次検診実施機関 一次検診実施日 年 月 日

担当医師

電話（ ） －

子宮頸がん精密検診実施機関 殿

下記の方の精密検診をよろしくお願いいたします。
精密検診の結果が判明しましたら，結果と指導区分をご記入のうえ，依頼書兼結果通知書①を市町村へ送付してください。

様式２



様式３

【一次検診実施機関名： 】

ふりがな
氏　名

大　昭　平
歳

NILM ASC-US LSIL ASC-H HSIL SCC

　・　　・ AGC AIS 腺癌

大　昭　平
歳

NILM ASC-US LSIL ASC-H HSIL SCC

　・　　・ AGC AIS 腺癌

大　昭　平
歳

NILM ASC-US LSIL ASC-H HSIL SCC

　・　　・ AGC AIS 腺癌

大　昭　平
歳

NILM ASC-US LSIL ASC-H HSIL SCC

　・　　・ AGC AIS 腺癌

大　昭　平
歳

NILM ASC-US LSIL ASC-H HSIL SCC

　・　　・ AGC AIS 腺癌

大　昭　平
歳

NILM ASC-US LSIL ASC-H HSIL SCC

　・　　・ AGC AIS 腺癌

大　昭　平
歳

NILM ASC-US LSIL ASC-H HSIL SCC

　・　　・ AGC AIS 腺癌

大　昭　平
歳

NILM ASC-US LSIL ASC-H HSIL SCC

　・　　・ AGC AIS 腺癌

大　昭　平
歳

NILM ASC-US LSIL ASC-H HSIL SCC

　・　　・ AGC AIS 腺癌

大　昭　平
歳

NILM ASC-US LSIL ASC-H HSIL SCC

　・　　・ AGC AIS 腺癌

※　本表は子宮頸がん一次検診票（様式１）より転記してください。
※　番号欄は子宮頸がん一次検診票（様式１）の検診番号を転記してください。
※　本一覧表を検診受託実施医療機関において保管する場合は本表をコピーして保存してください。
※　受診者が妊婦である場合は○印を記入してください。（参考事項）
※　備考欄は生活保護・非課税世帯などの事項の記入欄として使用することができます。

年齢 住所 細胞診
頸がん 体がん

陽性C D E 未実施 陰性A B

備考妊婦

陽性

A B C D E 未実施

A B C D E 未実施 陰性

検診
番号

生年月日

A B C D

陰性 陽性

A B C D E

E 未実施 陰性 陽性

未実施 陰性 陽性

A B C D

A B C D

E 未実施 陰性 陽性

未実施 陰性 陽性E

A B C D

A B C D E

未実施 陰性 陽性

子宮頸がん検診結果一覧表（平成　　　年　　　月分）

判定
HPV検査

A B C D E

E 未実施 陰性 陽性

未実施 陰性 陽性
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様

今回の子宮頸がん検診の受診結果は，以下のとおりですのでお知らせします。

○印があなたの検診結果です。

子宮頸がん検診（細胞診） 異常を認めない 異常を認める

HPV（ヒトパピローマウイルス）検査 陰　性 ・ 陽　性 ・ 未実施

A

B

参考所見 （ ）

※なお，精密検査のため医療機関を受診する場合は，①本通知書，②子宮頸がん精密検診依頼書
兼結果通知書，③返信用封筒，④健康保険証を必ず持参してください。

Ⅰ

Ⅱ

不正出血等があるので，「子宮体がん精密検査」を受ける必要性があります。

不正出血等があるので，「子宮体がん精密検査」を受ける必要性がありますが，本院
で検診時に精密検査が行われていますので，検診を行った医師とご相談ください。

D

E

C

下記の所見が認められます。くわしい検査が必要ですから，医療機関で精密検査を受けてく
ださい。

Ⅲ HPVが陰性ですので，現時点での精密検査は不要ですが，念のため６か月後に
細胞診の再診を受けてください。

子宮頸がん検診（細胞診）で異常が認められます。

HPV検査（ヒトパピローマウイルス検査）の結果が陽性です。

※　ヒトパピローマウイルスは，その多くは自然に治癒しますが，持続感染に移行した場合は，
　頸がんになる可能性が出てきます。６ヶ月後に医療機関で細胞診を受診ください。

一般産婦人科疾患の疑いがあります。

子 宮 頸 が ん 検 診 結 果 通 知 書

・

今回の子宮頸がん検診（細胞診）では異常を認めません。

がん細胞は認められませんが，産婦人科での診察をお受けください。

様式４
子宮頸がん検診（一次）検診実施日

平 成 年 月 日
検診機関名
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様式５－１

平成 年度 子宮頸がん検診（一次検診）・精密検診（二次検診）実績表

２０歳未満 0.0% 0.0%

２０～２４ 0.0% 0.0% 0.0%

２５～２９ 0.0% 0.0% 0.0%

３０～３４ 0.0% 0.0% 0.0%

３５～３９ 0.0% 0.0% 0.0%

４０～４４ 0.0% 0.0% 0.0%

４５～４９ 0.0% 0.0% 0.0%

５０～５４ 0.0% 0.0% 0.0%

５５～５９ 0.0% 0.0% 0.0%

６０～６４ 0.0% 0.0% 0.0%

６５～６９ 0.0% 0.0% 0.0%

７０～７４ 0.0% 0.0% 0.0%

７５～７９ 0.0% 0.0% 0.0%

８０歳以上 0.0% 0.0% 0.0%

計 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注 １　「未受診者数」欄には，精検を未受診（受診者本人や精検機関への確認に基づく）の者の数を計上すること。
２　「未把握者数」欄には，受診の有無が確認できなかった者の数を計上すること。
３　「がんの疑いのある者または未確定」欄には，精検受診者のうち，検査結果ががんの疑いのある者，精検が継続中で検査結果が確定していない者の数を計上すること。

　　　　区分

年齢区分

市町村

L
S
I
L

A
S
C
-
U
S

N
I
L
M

腺
癌

対
象
者
数

当
該
年
度
の
受
診
者
数

前
年
度
の
受
診
者
数

２
年
連
続
受
診
者
数

受
診
率 H

S
I
L

CIN1
であっ
た者

腺異
形成
であっ
た者

がんの
疑いの
ある者
又は未
確定

がん及
びCIN
等以外
の疾患
であっ
た者

子宮頸がん検診（一次検診）
細胞診 判定

要
精
検
率

C
要
精
検
者
数

精検不要
B
一
般
疾
患

A
著
変
な
し

S
C
C

A
I
S

A
G
C

A
S
C
-
H

子宮頸がん精密検診（二次検診）
未
受
診
者
数

未
把
握
者
数

備
考

原発性
のがん
のうち
微小浸
潤がん

がんで
あった
者のう
ち原発
性のが

ん

が
ん
で
あ

っ
た
者

精
検
受
診
者
数

精
検
受
診
率

精密検診結果
正
常
・
良
性

異常を認める
CIN3
又は
AISで
あった
者

CIN2
であっ
た者
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様式５－２

平成 年度 子宮体がん精密検診実績表

２０歳未満

２０～２４

２５～２９

３０～３４

３５～３９

４０～４４

４５～４９

５０～５４

５５～５９

６０～６４

６５～６９

７０～７４

７５～７９

８０歳以上

計

未
受
診
者
数

備
考

子宮体がん精密検診

内
膜
増
殖
症

体
が
ん

そ
の
他
の
疾
患

要
精
密
検
診
対
象
者
数

精
検
受
診
者
数

組
織
検
査
行
わ
ず

悪
性
所
見
な
し

市町村

　　　　区分

年齢区分

精
検
受
診
率

精密検診結果
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様式６

住所

氏名

電話番号　　（　　　　　）　     　　ー

　検診実施機関名

　住　　　所

　電話番号 　（　　　　　）　     　　ー

 検診担当医師名

 日産婦専門医番号

 細胞診の依頼機関

 または細胞診指導医名
（指導医番号）

 または担当検査士名
 （細胞検査士番号）

検診実施機関開設者

　市町村が住民に対して実施する子宮がん検診を実施したいので，次のとおり
登録を申請いたします。

子宮がん検診実施機関登録申請書

徳島県生活習慣病管理指導協議会子宮がん部会　殿

    平成　　　　年　　　　月　　　　日
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様式７

住所

氏名

電話番号　　（　　　　　　　）　　　ー

　２　機関の所在地

　　　　（機関の名称・所在地・その他）

　４　変更前

　５　変更後

　　　子宮がん検診実施機関登登録変更申請書

平成　　　　年　　　　月　　　　日

徳島県生活習慣病管理指導協議会子宮がん部会　　殿

　３　変更項目

検診実施機関開設者

　子宮がん検診実施機関としての登録内容を次のとおり変更したいので，申請し
ます。

　１　機関の名称
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様式８

住所

氏名

電話番号　　（　　　　　　　）　　　ー

　２　機関の所在地

検診実施機関開設者

　子宮がん検診実施機関の登録廃止したいので届出します。

　１　機関の名称

子宮がん検診実施機関登廃止届出書

平成　　　　年　　　　月　　　　日

徳島県生活習慣病管理指導協議会子宮がん部会　　殿
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付 録

ＨＰＶ検査の取り扱いについて

（１）ＨＰＶ検査は細胞診と併用することで見落としが無くなる，細胞診とＨＰＶ検

査の両者が陰性の場合，検診間隔を長くすることで，検診費用が節約できるなど

のメリットがあるが，子宮頸がん検診実施市町村において，予算措置等実施体制

が構築できるまで，本検診要領の本文に取り入れることは見送るが，各医療機関

はＨＰＶ検査のパンフレットなどを用いてその啓発に努めることが望ましい。

（２）各医療機関は，子宮頸がん検診時，ＨＰＶ検査にかかる検査の内容・効果・追

加費用負担額等を説明した上で，本人が希望すればＨＰＶ検査を実施することが

できる。

（３）ＨＰＶ検査は各医療機関が契約した検査機関で行い，ハイリスクＨＰＶを検出

する検査方法は特に指定しない。
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